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サ
ミ
ッ
ト
で
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
化

辻：
奈
良
県
で
は
、
2
か
月
に
1
回
く
ら
い
、
奈
良
県
・

市
町
村
長
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催
し
、
県
内
市
町
村
長
と
知

事
が
顔
を
合
わ
せ
て
考
え
る
時
間
を
つ
く
っ
て
い
ま

す
。
最
初
は
「
そ
ん
な
こ
と
や
っ
て
効
果
が
あ
る
の
か
」

と
思
っ
た
け
れ
ど
、
サ
ミ
ッ
ト
を
定
期
開
催
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
県
単
位

化
や
水
道
の
広
域
化
な
ど
、
利
害
調
整
の
か
ら
む
も
の

に
つ
い
て
、
奈
良
県
は
全
国
の
先
陣
を
き
っ
て
踏
み
込

ん
だ
結
論
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

サ
ミ
ッ
ト
に
は
私
も
出
席
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
効
果
を
実
感
し
ま
し
た
。
そ
の
場
で
、
個
別

案
件
に
つ
い
て
ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
取
引
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
期
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
意
見

交
換
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
派
出
す
る
信
頼
感
や
情
報

共
有
が
、
新
規
施
策
の
立
案
や
政
策
調
整
に
効
い
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

荒
井
：
こ
ち
ら
も
勉
強
す
る
か
ら
、
一
緒
に
勉
強
し
よ

う
よ
、と
い
う
呼
び
か
け
の
つ
も
り
で
や
っ
て
い
ま
す
。

辻
：
意
思
決
定
が
早
く
な
っ
て
い
ま
す
し
、
ビ
ジ
ョ
ン

が
共
有
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
町
村
の
枠
組
み
を
超
え
た
利
益
を
め
ざ
し
て

荒
井
：
い
ろ
い
ろ
意
見
を
出
し
合
っ
て
、
良
い
方
の

意
見
を
取
れ
ば
い
い
と
。
上
水
道
の
広
域
化
な
ど
も
損

得
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
は
な
か
な
か
い
か
な
い
の
で
す

が
、
広
域
で
考
え
て
、
将
来
的
に
良
く
な
る
ん
だ
、
お

互
い
に
よ
く
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
客
観
的
に
わ
か
れ

ば
、
住
民
の
皆
様
に
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い

ま
す
。

辻
：
市
町
村
長
に
も
そ
れ
な
り
に
手
ご
た
え
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
市
町
村
長
サ
ミ
ッ
ト
方
式
は
、

普
遍
性
の
高
い
、
先
駆
的
な
戦
略
だ
と
思
い
ま
す
。

荒
井
：
だ
ん
だ
ん
と
仕
組
み
が
回
っ
て
く
れ
ば
、
意
識

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

社
会
保
障
が
効
率
的
に
な
る
の
か
、大
事
な
時
期
に

辻
：
こ
れ
か
ら
は
、
医
療
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま

り
ま
す
。

荒
井
：
こ
こ
1
年
2
年
が
、
日
本
の
社
会
保
障
が
効
率

的
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
重
要
な
時
期
で
す
。

辻
：
一
通
り
基
盤
整
備
の
終
わ
っ
た
都
市
部
の
自
治
体

で
は
、
社
会
保
障
プ
ラ
ス
教
育
で
、
予
算
の
6
割
と
か
、

相
当
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
住
民
か
ら
も
、
ベ
ー

シ
ッ
ク
な
医
療
や
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
き
ち
ん
と
提
供

し
て
欲
し
い
と
い
う
ご
要
望
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

荒
井
：
社
会
保
障
の
「
奈
良
モ
デ
ル
」
は
、
地
域
医
療

構
想
と
、
医
療
費
適
正
化
と
、
国
保
の
県
単
位
化
。
こ

の
三
位
一
体
の
取
組
を
、
県
と
市
町
村
で
一
緒
に
や
る

こ
と
で
、
社
会
保
障
の
レ
ベ
ル
を
、
質
・
量
と
も
に
上

げ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

地
域
医
療
構
想
で
は
、
医
療
と
介
護
を
一
緒
に
や
り

ま
し
ょ
う
と
、
地
域
包
括
ケ
ア
、
在
宅
医
療
も
含
め
て

で
す
ね
。
医
療
費
の
適
正
化
は
、
県
と
市
町
村
の
連
携

が
大
き
く
効
い
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
国
保
の

県
単
位
化
は
、
高
額
の
医
療
費
の
患
者
が
1
人
増
え
た

ら
保
険
料
に
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
よ
う
な
小
さ
な

県と市町村で
社会保障の充実を

奈良県知事

荒井 正吾
一橋大学理事・副学長

辻 琢也

特別対談

昭和37年生まれ。東京大学大学院博士（学術）取得。平
成28年度「奈良モデル」のあり方検討委員会委員。総務
省や国土交通省、地方公共団体等の委員を歴任。

昭和20年生まれ。運輸省を経て、平成
19年度から奈良県知事。現在3期目。

い
か
に
全
体
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る
か
、

県
は
問
わ
れ
て
い
る
。

県
域
の
効
率
化
、

サ
ー
ビ
ス
向
上
を

め
ざ
し
た
い
。
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村
を
お
そ
っ
て
い
る
問
題
を
、
市
町
村
単
位
か
ら
県
単

位
の
財
政
運
営
に
す
る
こ
と
で
、
な
だ
ら
か
に
す
る
と

い
う
広
域
化
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
県
と
市
町
村
の
連

携
で
、
ま
た
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て
は
民
間
（
医
療

機
関
、
介
護
施
設
）
と
の
連
携
を
視
野
に
入
れ
て
、
社

会
保
障
の
「
奈
良
モ
デ
ル
」
を
進
め
よ
う
と
し
て
お
り

ま
す
。

着
実
な
取
り
組
み
で
、
大
き
な
成
果
を

辻
：
今
ま
で
の
「
奈
良
モ
デ
ル
」
の
広
域
調
整
に
は
、

水
道
や
病
院
な
ど
、
事
業
体
ご
と
に
努
力
し
て
成
果
が

で
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
医

療
・
介
護
の
取
組
は
、
事
業
体
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
く

て
、「
構
想
」
や
「
計
画
」、
さ
ら
に
は
「
負
担
」
も
含

め
て
、
市
町
村
の
垣
根
を
越
え
て
県
レ
ベ
ル
で
政
策
的

に
調
整
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

市
町
村
サ
ー
ビ
ス
や
県
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
本
格

調
整
す
る
段
階
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
実

績
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
着
実
に
進
め
て
大
き
な
成
果

に
結
び
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
私
の
願
い
で
す
。

県
域
で
行
政
を
効
率
化
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
へ

荒
井
：「
奈
良
モ
デ
ル
」
は
、
個
別
の
行
政
効
率
化
を
、

県
域
で
効
率
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
部
分
最
適
ば
か
り
め
ざ
す
と
全
体
最
適

に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
の
調
整
を

県
が
行
っ
て
い
き
ま
す
。

辻
：
奈
良
県
は
、
北
部
に
都
市
自
治
体
、
南
部
に
人
口

規
模
の
小
さ
い
町
村
と
、
地
域
特
性
は
大
き
く
異
な
っ

て
お
り
、
国
保
の
一
本
化
が
難
し
い
県
の
一
つ
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
特
性
を
も
つ
地

域
を
束
ね
て
、
安
易
な
税
金
投
入
を
さ
け
て
、
一
体
的

に
国
保
を
運
営
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
政
策
意

義
は
誠
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

荒
井
：
安
易
な
税
金
投
入
を
し
て
保
険
料
が
上
が
っ
た

下
が
っ
た
と
い
う
の
で
な
く
、
全
体
で
住
民
の
た
め
に

な
る
施
策
を
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
県
は
そ
れ
を
応

援
す
る
か
ら
と
言
っ
て
い
ま
す
。

辻
：
人
気
取
り
を
ね
ら
っ
た
一
時
的
な
施
策
で
は
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
。
実
効
性
の
高
い
持
続
可
能
な
施
策
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

荒
井
：
奈
良
県
で
は
シ
ニ
ア
世
代
が
学
ぶ
シ
ニ
ア
カ

レ
ッ
ジ
を
開
講
し
て
お
り
ま
す
が
、
健
康
活
動
そ
の
も

の
な
ん
で
す
よ
ね
。
社
会
保
障
分
野
に
は
、
健
康
行
動

を
テ
ー
マ
に
し
た
教
育
も
含
ま
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

小
さ
い
頃
か
ら
健
康
な
体
を
つ
く
る
こ
と
と
、
高
齢
に

な
っ
て
も
健
康
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
は
、
密
接

に
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
・
介
護
と
い
う
と
、
高
齢
者
に
焦
点
が

あ
た
り
が
ち
で
す
が
、
若
年
者
あ
る
い
は
働
く
世
代
の

社
会
保
障
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
、
ま
た
障
害
者

の
良
好
な
生
活
も
含
め
て
、「
奈
良
モ
デ
ル
」
の
適
用

範
囲
に
な
り
得
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

行
政
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
、
そ
の
要

求
さ
れ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
効
率
化
を
指
向

し
て
や
ろ
う
よ
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
し
よ
う
よ

と
、
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

縦
割
り
行
政
か
ら
、
総
合
行
政
へ

辻
：
単
に
財
政
節
約
す
る
の
で
は
な
く
、
幅
広
く
施
策

を
と
ら
え
て
、
全
体
と
し
て
費
用
対
効
果
を
高
め
て
い

く
と
い
う
目
的
意
識
が
重
要
で
す
。
今
、
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
特
に
社
会
保
障
に
関
し
て
は
、
縦
割
り
の

狭
い
分
野
単
位
で
充
実
を
図
る
と
い
う
よ
り
も
、
ト
ー

タ
ル
に
み
て
、
安
心
安
全
の
社
会
が
達
成
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
が
、
問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

高
齢
者
が
少
な
い
時
代
は
、
市
町
村
が
や
り
き
れ
な

い
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を
、
部
分
的
に
つ
ま

み
食
い
す
る
よ
う
な
形
で
、県
が
市
町
村
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
す
る
と
い
っ
た
方
策
で
も
、
一
定
の
効
果
を
上
げ
る

こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
高
齢
者

が
3
割
と
か
4
割
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
、
部

分
的
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
全
体
と
し
て
、
ま
た

市
町
村
と
組
ん
で
何
が
で
き
る
か
、
県
に
よ
る
全
体

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
て
い
る
と
、
市
町
村

が
主
体
的
に
や
る
と
い
う
こ
と
と
、
県
が
主
体
的
に
や

る
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
同
じ

方
向
を
見
て
、
同
じ
方
向
に
動
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

荒
井
：
県
と
市
町
村
、
地
域
の
知
恵
を
出
し
合
っ
て

協
力
し
あ
っ
て
や
る
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
奈
良
県
・
市
町
村
長
サ
ミ
ッ
ト
で
一
緒
に
議
論

し
て
い
る
と
、
意
識
が
統
合
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
今
日
は
重
要
な
ご
示
唆
を
賜
り
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
収
録
：
平
成
29
年
12
月
22
日（
金
）
奈
良
県
東
京
事
務
所
に
て
］
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行
政
需
要
が
高
ま
る
一
方
で
財
政
負
担
の
増
大
が

懸
念
さ
れ
る
社
会
保
障
分
野
に
つ
い
て
、
県
民
の
受

益
（
地
域
医
療
の
提
供
水
準
）
と
負
担
の
双
方
を
見

渡
し
、
量
的
・
質
的
な
均
衡
を
図
ろ
う
と
、
県
と
市

町
村
、
ま
た
地
域
の
医
療
関
係
者
な
ど
行
政
主
体
以

外
の
活
動
主
体
も
含
め
て
連
携
・
協
働
し
な
が
ら
進

め
て
い
ま
す
。

　
同
じ
所
得
・
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
、
県
内
の
ど
こ

に
住
ん
で
い
て
も
保
険
料
が
同
じ
に
な
る
よ
う
公
平

化
を
め
ざ
す
「
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
県
単
位

化
」、
医
療
費
・
介
護
費
の
県
民
負
担
抑
制
を
図
る

「
医
療
費
適
正
化
」、
必
要
な
と
き
に
必
要
な
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
医
療
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
る

「
地
域
医
療
構
想
の
実
現
」、
こ
の
３
つ
を
一
体
的
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
県
単
位
化

　
国
民
皆
保
険
制
度
を
支
え
る
国
保
に
は
、「
年
齢
構

成
が
高
く
、医
療
費
水
準
が
高
い
」「
所
得
水
準
が
低
く
、

保
険
料
負
担
が
重
い
」「
小
規
模
な
運
営
主
体
（
市
町

村
）
が
多
く
、
財
政
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
」
と
い
っ

た
構
造
的
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　

小
規
模
で
財
政
基
盤
の
脆
弱
な
市
町
村
が
多
い
奈
良

県
で
は
、
財
政
単
位
を
市
町
村
と
し
続
け
る
こ
と
に
よ

る
限
界
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
た
め
、
国
の
制
度
改
正
の

動
き
が
顕
在
化
す
る
前
の
平
成
24
年
5
月
、「
奈
良
県
・

市
町
村
長
サ
ミ
ッ
ト
」
に
お
い
て
国
保
の
県
単
位
化
を

め
ざ
す
こ
と
を
提
案
し
、
保
険
料
水
準
の
地
域
差
に
関

し
て
は
、「
同
じ
所
得
・
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
、
県
内
の

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
保
険
料
水
準
が
同
じ
」
と
い
う

理
念
を
掲
げ
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
4
月
か
ら
、
国
の
制
度
が
変
わ
り
、
県
も

市
町
村
と
と
も
に
国
保
の
運
営
に
加
わ
り
、
国
保
の
財

政
運
営
を
市
町
村
単
位
か
ら
県
単
位
に
拡
大
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
予
期
せ
ぬ
医
療
費
増
等
の
財
政
リ
ス
ク
の

軽
減
な
ど
、
国
保
運
営
の
安
定
化
に
つ
な
げ
ま
す
。

社
会
保
障
分
野
の
「
奈
良
モ
デ
ル
」

医
療
・
介
護
分
野
一
体
の
取
組

奈 良
モデル

3つの取組を
一体的に推進

地域医療構想
の実現

医療費適正化 国民健康保険
の県単位化

　「同じ所得・世帯構成であれ
ば、県内のどこに住んでも保
険料が同じ」（2024年度予定）に
なることを目指し、加入者の負
担の公平化につなげます。

　医療費は毎年増加の傾向ですが、
今回の国保制度の改正によって保険
料負担が一定程度増加する加入者に
ついては、一度に過度な負担増とな
らない仕組みを設けます。

同じ所得・世帯構成でも、市町村間
で加入者の保険料には、差があります。

保険料（現行）

A市 B 町 C村

同じ所得・世帯構成であれば、加
入者の保険料に差はなくなり、公
平となります。

保険料（2024年度～）

A市 B 町 C村

6ページで
紹介

4・5ページ
で紹介

5ページで
紹介
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医
療
費
適
正
化
等
の
取
組
を
強
化

　
奈
良
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
保
連
合
会
）
に
、奈
良
県
独
自
の
「
国

保
事
務
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
ま
す
。
県
域
で
実
施
す
る
こ
と
で
効
率
的
・

効
果
的
と
な
る
取
組
を
、
県
と
セ
ン
タ
ー
が
連
携
し
て
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
市

町
村
が
効
果
的
に
保
健
事
業
の
取
組
が
推
進
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

現在、市町村毎に実施しているが、県単位化後はセンターで統一実施（事務の軽減）業務の集約化

これまで実施できなかった（実施してこなかった）事務業務範囲の拡充

※県単位化後も、市町村等と連携しながら、拡大等について検討します。

⑤企画・分析業務
・レセプトデータ活用による
　医療費分析業務等

⑥保険給付適正化業務
・療養費に係るレセプト
  ２次点検等

市町村事務

医療費分析等専門性の高い事務
※現状ほとんどの市町村が行えていない。

通常の国保事務

国保連合会受託範囲

市町村事務

通常の国保事務

医療費分析等専門性の高い事務

国保事務支援センター受託範囲

Ｈ
30
以
降

民間業者
委
託 個別

作成

国保連合会
委
託

（被保険者）

通
知

通
知

通
知

個別
作成

一
括
委
託

共同
作成

国保事務支援
センター

一
斉
実
施
（被保険者）

③広報業務

④報告業務 個別
作成

・口座振替勧奨通知等

・医療費通知等

・広報チラシ原稿作成等

・年報等統計資料作成

①収納対策業務

②医療費適正化業務
　保健事業

Ｈ
30
以
降

国保県単位化にあわせて、事務処理統一化を推進
　市町村事務の負担軽減や適正化・効率化のため、県域で業務の共
同化や標準化を進めます。国保事務支援センターでは、これまで市
町村ごとに実施していた収納対策や医療費適正化のための医療費通
知等を集約、医療費適正化のための分析などを実施していきます。

コラム

県とセンターが連携して実施 市町村の保健事業への支援
①後発医薬品の普及促進
・公立医療機関での後発医薬品の使用割

合の向上を図るため、設立主体への働
きかけを実施

・医療費差額通知を全県域で実施 等

①特定健康診査・特定保健指
導の受診率向上
国保データベースを活用した受診
率向上の取組（未受診者への個別
勧奨、未治療者への治療勧奨）  等

②医薬品の多剤投与・重複投与の適正化
多剤・重複投与者への個別訪問指導の
全県域での実施（薬剤師会とも連携）  等

②データヘルス計画策定・ 
評価
データヘルス計画策定の支援 等

③糖尿病性腎症重症化予防
「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」
（H29策定）に基づく糖尿病治療勧奨 等

③生活習慣病予防対策の 
企画、実施
共通啓発ツールの作成、提供 等

④レセプトデータや国保データベース
を活用した医療費分析と分析結果
の具体的活用

・地域差等に着眼した医療費分析に基づ
く医療費適正化

・保健事業の具体的取組の企画、立案

④専門職の資質向上
特定保健指導等のための
スキルアップ講座
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県
南
部
の
医
療
提
供
体
制
整
備
な
ど
、

地
域
医
療
構
想
を
実
現

　
県
民
負
担
の
公
平
化
と
と
も
に
、
受
益
で
あ
る
医
療
水
準
の
均
て
ん
化

に
向
け
、
医
療
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
県
南
部
で
は
、
3
つ
あ
っ
た
公
立
病
院
を
、
1
つ
の
救
急
病
院
と
2
つ

の
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
に
役
割
分
担
し
、
急
性
期
か
ら
慢
性
期
ま
で
切

れ
目
の
な
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
医
療
機
能
が
強
化
さ
れ
ま
し
た［
救
急
搬
送
受
入
数
：

5
・
7
件
/
日
→
11
・
2
件
/
日　
病
床
利
用
率：
65
・
0
％
→
88
・
8
％ 

（
H
28
年
度
実
績
）］。
ま
た
、へ
き
地
診
療
所
と
の
連
携
強
化
（
医
療
情

報
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、
病
院
の
予
約
や
検
査
結
果
の
相
互
利
用
に

活
用
）
が
進
ん
で
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
取
組
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

これらの取組を一体的に進めることで、県内の医療・介護サービス体制を質・量ともに向上し、安全・安心を高めていきます。

吉野病院

カルテ情報の共有

治療方針TV会議

南奈良総合
医療センター

五條病院
※現在、下北山村診

療所はＴＶ会議シ
ステムのみ運 用。
カルテ情報の共有
は、システム更新
時に開始。

公立へき地
診療所

黒滝村診療所 川上村診療所

五條市大塔診療所

野迫川村
診療所

天川村診療所

上北山村
診療所

下北山村診療所

十津川村上野地診療所

十津川村小原診療所

五條病院
吉野病院

奈良県立医科大学附属病院
（三次救急　拠点病院）
奈良県立医科大学附属病院
（三次救急　拠点病院）

ドクターヘリ

平成29年3月21日
運用開始

南奈良総合医療センターを中心とした
病診連携・病病連携体制の構築

南奈良総合医療センター

　南奈良総合医療センター（救急病院）、吉野病院・五條
病院（地域医療センター）と公立へき地診療所間で、カル
テ情報の双方向連携、治療方針等に係るテレビ会議シス
テム運用を実施

「ふるさとネットやまと」の運用による
カルテ情報の共有

　代診医の派遣、巡回診療、へき地医療従事者研修な
どにより、地域医療を支援

南奈良総合医療センターに設置している
「へき地医療支援機構」による支援

　南奈良総合医療センターを中心に、南和周辺地区の2
病院（済生会御所病院、秋津鴻池病院）と連携して、休
日・夜間の救急患者の受入体制（二次救急医療）を確保

南和周辺地区病院群輪番体制の確保

　南奈良総合医療センターでは対応できない急性心筋
梗塞などの超急性期（三次救急）、がん放射線治療、分
娩などについて、奈良県立医科大学附属病院と連携し、
県南部地域における切れ目のない医療提供体制を確保

三次救急拠点病院
奈良県立医科大学附属病院との連携

在宅医療・包括ケア体制整備プロジェクト
（県南部地域）

・南奈良総合医療センターを中心とした在宅医療体制
の推進

・市町村の枠を超えた社会資源の連携のしくみづくり
・認知症初期集中支援チームの広域的な設置・活動 等
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土
木
技
術
職
員
が
不
足
す
る
市
町
村
が
多
い
た

め
、
平
成
22
年
度
か
ら
、
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画

の
策
定
、
橋
梁
点
検
や
修
繕
事
業
（
設
計
・
工
事
）

の
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
県
内
に
は
約
1
万
3
0
0
の
橋
梁
が
あ
る
が
、
国
が

管
理
す
る
橋
梁
は
約
5
％
、
県
が
管
理
す
る
橋
梁
は
約

23
％
に
過
ぎ
ず
、
残
る
7
割
近
く
の
橋
梁
は
市
町
村
が

管
理
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
県
内
市
町
村
に
は
土
木

技
術
職
員
が
い
な
い
団
体
が
約
3
割
に
及
び
、
道
路
イ

ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
が
困
難
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。 

　

そ
こ
で
平
成
22
年
度
か
ら
、
県
の
支
援
を
希
望
す
る

市
町
村
に
つ
い
て
橋
梁
の
点
検
を
県
の
管
轄
土
木
事
務

所
が
行
い
、
各
市
町
村
の
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画
を

県
と
同
じ
考
え
方
に
基
づ
き
、
県
道
路
管
理
課
で
策
定

す
る
支
援
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。 

県
土
木
事
務
所
で
技
術
習
得

　
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
基
づ
い
て
橋
梁
補
修
設
計

業
務
、
補
修
工
事
が
本
格
化
し
て
い
く
中
で
、
平
成
25
年

度
か
ら
は
、
県
か
ら
の
支
援
を
希
望
す
る
市
町
村
の
橋
梁

補
修
設
計
・
工
事
を
県
が
受
託
し
、
市
町
村
か
ら
は
職
員

を
県
（
土
木
事
務
所
）
へ
派
遣
し
て
も
ら
い
、
市
町
村
職

員
が
県
職
員
の
技
術
支
援
を
受
け
な
が
ら
積
算
や
現
場
管

理
等
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
市
町
村
職
員
を
県
土
木
事

務
所
に
派
遣
す
る
し
く
み
に
よ
っ
て
、
技
術
力
の
向
上
、

橋
梁
補
修
設
計
・
工
事

の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得
を

図
っ
て
い
ま
す
。

市
町
村
間
、国
等
と
の
協
力
体
制
を
強
固
に

　
平
成
27
年
度
か
ら
は
、
橋
梁
点
検
に
つ
い
て
、
県
が
一

括
発
注
す
る
方
式
に
加
え
、
近
接
す
る
市
町
村
の
代
表
自

治
体
が
発
注
業
務
を
代
行
し
一
括
発
注
す
る
市
町
村
間
連

携
の
方
式
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
市
町
村
と
の
情
報
共
有
や
意
見
交
換
の
場
と
し
て
は

「
奈
良
県
道
路
イ
ン
フ
ラ
維
持
管
理
連
絡
協
議
会
」（
国
、

県
、
市
町
村
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
奈
良
県
道

路
公
社
）
を
平
成
26
年
4
月
に
設
立
し
、
県
が
事
務
局
と

な
り
、
各
道
路
管
理
者
が
道
路
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
に

つ
い
て
、
情
報
共
有
や
課
題
解
決
へ
の
連
携
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
同
協
議
会
で
は
、
維
持
管
理
に
関
す
る
必
要
な

知
識
及
び
点
検
・
診
断
に
関
す
る
必
要
な
知
識
・
技
能
の

習
得
を
目
的
と
し
て
、
橋
梁
点
検
等
講
習
会
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
平
成
29
年
度
は
、
実
際
の
橋
梁
を
用
い
た
定
期

点
検
の
実
習
等
を
計
２
回
開
催
し
ま
し
た
。

　
県
が
市
町
村
の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
市
町
村
に
お
け
る
道
路
イ
ン
フ
ラ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

が
着
実
に
進
む
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

さまざまな
取り組み

奈　良
モデル

道
路
イ
ン
フ
ラ
の
長
寿
命
化
支
援

〈点検・診断〉
県で一括発注：７町７村

（川西町・高取町・上牧町・河合町・吉野町・大淀町・下市町・
御杖村・明日香村・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村）
４土木事務所で受託し、県管理橋梁とあわせて委託
発注
市町村間連携：４市（天理市・桜井市、香芝市・葛城市）

２グループにより委託発注

平成29年度の取組
〈修繕事業〉
修繕工事を県が受託：１町１橋（三宅町）
　市町村の職員は

・現場立会時、打ち合わせ時の同席
・発注に必要な資料作成
・警察協議など道路管理者として必要な協議 等

　を県職員の協力のもと実施

• 平成22 年度から、市町村が行うべき橋梁長寿命化修繕計画の策定、橋梁点検や修繕事業を県が受託
• 橋梁長寿命化修繕計画は、平成 25 年度に全ての市町村で策定完了

県土木事務所

Ｂ町 Ｃ村 Ｄ町 Ｅ村

県土木事務所
・市町村職員を派遣
・県土木事務所で
　技術を習得Ａ市

修繕・更新工事のイメージ橋梁点検（一括発注）のイメージ

橋梁の点検
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人
口
減
少
等
に
よ
る
水
需
要
の
減

少
、
老
朽
化
や
耐
震
化
対
応
に
よ
る

設
備
投
資
の
増
大
、
深
刻
化
す
る
人

材
不
足
な
ど
、
水
道
事
業
を
と
り
ま

く
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
県
で

は
平
成
23
年
に
「
県
域
水
道
ビ
ジ
ョ

ン
」
を
策
定
し
、
水
源
の
適
正
利
用
、

施
設
投
資
の
最
適
化
、
業
務
の
効
率

化
と
い
う
３
つ
の
切
り
口
か
ら
水
道

事
業
の
広
域
化
や
共
同
化
を
図
っ
て

き
ま
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
県
営
水
道
へ
の
水
源

の
転
換
や
、
磯
城
郡
3
町
に
よ
る
水

平
統
合
の
合
意
形
成
な
ど
、
水
道
広

域
化
が
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。
地

域
単
位
で
の
水
道
広
域
化
が
進
展
す

る
中
、
県
全
体
の
水
道
事
業
の
再
構

築
を
め
ざ
し
、
新
た
な
「
県
域
水
道

ビ
ジ
ョ
ン
」
を
平
成
30
年
度
に
策
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

県
域
水
道
一
体
化
の

目
指
す
姿
と
方
向
性

　
Ⅰ
、
Ⅱ
を
基
本
に
、
県
全
体
の
水
道
事

業
の
再
構
築
を
構
想
し
、
市
町
村
と
と
も

に
議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。

Ⅰ　
上
水
道
事
業
を
行
う
県
営
水
道
エ
リ

ア（
24
市
町
村
）と
五
條
吉
野
エ
リ
ア（
4

市
町
）は
県
営
水
道
と
経
営
統
合
、そ
の

後
に
事
業
統
合
を
目
指
す

Ⅱ　

簡
易
水
道
事
業
の
み
の
村（
11
村
）

の
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、広
域
的
な
支
援
体

制
と
し
て
の
受
け
皿
と
な
る
組
織
を
設
立

Ⅰ
　
上
水
道
事
業
の
広
域
化

【
組
織
・
体
制
】
県
営
水
道
と
上
水
道
実

施
28
市
町
村
に
よ
る
垂
直
経
営
統
合

【
水
源
・
浄
水
場
】
約
30
年
後
の
水
需
要

を
考
慮
し
、
県
営
水
道
エ
リ
ア
（
24
市
町

村
）
の
浄
水
場
は
３
つ
の
浄
水
場
に
集
約

し
、
各
市
町
村
の
浄
水
場
は
更
新
時
期
が

来
る
ま
で
は
活
用
す
る
こ
と
を
想
定
。
五

條
吉
野
エ
リ
ア
（
4
市
町
）
で
は
当
該
エ

リ
ア
内
で
浄
水
場
を
統
廃
合

【
送
配
水
施
設
】
県
と
市
町
村
の
垣
根
を

越
え
て
、
地
形
や
配
水
系
統
を
考
慮
し
て

配
水
池
を
統
廃
合
。
管
路
の
更
新
は
ダ
ウ

ン
サ
イ
ジ
ン
グ
も
考
慮

【
管
理
・
運
営
】
管
理
の
拠
点
を
５
箇
所

に
集
約
、
各
種
シ
ス
テ
ム
を
共
同
化

【
水
質
管
理
】
県
内
３
つ
の
公
的
検
査
機

関
を
統
合

　

こ
れ
ら
の
取
組
に
よ
り
、
約
8

 
0
 0 

億
円
程
度
の
投
資
削
減
効
果
が
見
込
め
る

と
現
時
点
で
試
算
し
て
い
ま
す
。

Ⅱ
　
簡
易
水
道
事
業
の
広
域
化

　
簡
易
水
道
事
業
の
み
の
11
村
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
県
水
道
局
な
ど
に
よ
る
水

質
管
理
に
関
す
る
技
術
支
援
等
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
今
後
は
維
持
管
理
な
ど
の
日

常
業
務
に
加
え
て
計
画
策
定
な
ど
の
経
営

面
の
支
援
業
務
も
含
め
、
広
域
的
な
支
援

体
制
の
構
築
に
つ
い
て
関
係
村
と
連
携
し

て
検
討
し
ま
す
。

持
続
で
き
る
水
道
事
業
を

め
ざ
し
て

　
2
0
2
6
年
度
に
は
、上
水
道
を
経
営

統
合（
１
つ
の
大
き
な
水
道
事
業
体
で
28

市
町
村
の
各
水
道
事
業
を
経
営
）し
、
そ

の
後
10
年
以
内
に
事
業
統
合
、ま
た
、
簡

易
水
道
に
つ
い
て
は
支
援
の
受
け
皿
と
な

る
組
織
・
体
制
を
確
立
す
る
と
い
う
の
が

県
の
考
え
で
す
。こ
れ
を
議
論
の
た
た
き

台
と
し
て
、将
来
に
お
い
て
も
安
全
で
安

定
し
た
水
を
県
民
の
皆
様
に
提
供
で
き
る

よ
う
、県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
検
討

を
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

さまざまな
取り組み

奈　良
モデル

水
道
事
業
の
連
携

県
域
水
道
一
体
化

目標

先行して県と１市３町
との統合（検討中）

五條吉野エリア

目標

・業務の効率化
・持続可能な体制づくり

簡易水道エリア

一体化
・施設・組織・管理運営の統合

受皿組織設立
・業務支援内容の具体化
・広域的な支援体制確立

県営水道と奈良市営水道
の浄水場（水源）に集約

県営水道エリア目標
一体化の目指す姿
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